
非常勤職員(期間業務職員)の募集　(公募番号：軽作2026-01)

公募の内容 軽作業職員の募集

勤務先
独立行政法人製品評価技術基盤機構
企画管理部人事企画課

勤務地
東京都渋谷区西原２－４９－１０
（変更の範囲）変更なし

業務内容

①任用、給与、勤怠、共済など人事に係わる業務
②機構HPへの情報等の掲載作業
③その他、人事企画課職員が指示する業務
※業務内容は、ご本人の適性や障害の状況に応じて調整いたします。

（変更の範囲） 原則、変更なし。企画管理部人事企画課における軽作業職員としての業務。変更の際は協議。

募集人数 １名

応募資格

１．次に掲げる手帳等の交付を受けている者
ア　①身体障害者手帳
　　②身体障害者福祉法第１５条の規定により都道府県知事の定める医師が、当該都道府県において同条の申請に用いられる様式により
作成した、障害の種類及び程度並びに障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる障害に該当する旨が記載された診断書・意見書
　　③産業医又は人事院規則１０－４第９条等に規定する健康管理医による②に準じる診断書・意見書（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若し
くは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害に係るものを除く。）
イ　都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳等又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、
精神保健指定医若しくは地域障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書
ウ　精神障害者保健福祉手帳

２．Microsoft Office製品（Word及びExcel等）での基本操作ができること。

任用予定期間

令和８年４月１日～令和９年３月３１日
※採用後１月間は条件付採用期間となります。
※任期満了後、任期を付して再採用の可能性があります（条件あり）。
※更新上限：無

勤務時間

一日６時間もしくは７時間３０分　※勤務時間応相談可

６時間の場合、以下（1）から(3)のいずれか。
(1) ８：３０～１５：３０
(2) ９：００～１６：００
(3) ９：３０～１６：３０

７時間３０分の場合、以下（4）から(6)のいずれか。
(4) ８：３０～１７：００
(5) ９：００～１７：３０
(6) ９：３０～１８：００

※お昼休憩１時間を含む

勤務日
週５日（土曜、日曜、祝日休み）
※勤務日数は応相談
（ただし、土曜、日曜、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始及び当機構が指定する日を除く。）

給与、休暇等

日額　：　６時間勤務の場合　9,100円～12,000円　、　７時間３０分勤務の場合　11,400円～13,600円
諸手当　：　通勤手当、時間外勤務手当、期末業績手当
加入保険等　：　雇用保険、社会保険(国家公務員共済組合)、公務災害補償
※日額は、経歴等を勘案して当機構の規程に基づき決定

休暇　：　年次休暇のほか、年次休暇以外の有給休暇（夏季・忌引等）及び無給休暇の制度が整備されています。

応募方法

応募者は、下記必要書類を「問い合わせ先」までメールで送付してください。郵送による応募は受け付けません。

(1)履歴書（形式自由、写真貼付）
(2)職務経歴書（形式自由）

※応募資格が確認できるよう、応募書類に該当する内容を記載してください。
※応募書類提出の際、メール本文又は応募書類に公募番号「軽作2026-01」の記載をお願いします。
※応募書類は、返却しません。（採用者以外の応募書類は、選考手続き終了後に破棄します。）
※業務遂行上必要な配慮等の確認のため、障害の状況や必要な配慮事項等を可能な範囲で応募書類にご記入ください。
※支援機関を利用している場合は、支援機関の名称・支援者の分かる内容を応募書類にご記入ください。

応募期限
令和８年２月２０日（金）　必着
※なお、応募期限内でも採用内定者が確定した場合、早期に募集を終了することがあります。

選考方法

第１次選考（書類審査）
第２次選考（面接）

※第１次選考の結果は応募書類受領後およそ２週間以内に通知します。
※書類審査の結果、２次選考（面接）を行うことになった方のみ、２次選考の日時・場所等をご連絡します。また、個別の評価結果について
は回答いたしません。

問い合わせ先

〒１５１－００６６
東京都渋谷区西原２－４９－１０
独立行政法人製品評価技術基盤機構
企画管理部人事企画課　担当：常見、大西、越川
TEL　０３－３４８１－０９５２
E-mail　　kikaku-saiyo@nite.go.jp　(ただし、フリーメールからは受信できません。)

備考

＜施設状況＞
　・出入口段差：有（スロープ有）　　・階段手すり：両側
　・建物内車椅子移動スペース：有　　・エレベーター：有
　・トイレ：洋式　建物内別フロアに車椅子用有

※上記の他、必要な合理的な配慮についてはお申し出ください


